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3
月
定
例
議
会
・
臨
時
議
会

　
第
１
回
定
例
議
会
は
、２
月
15
日
か
ら
３
月
17
日
ま
で
、
31
日
間
の
会
期
で
開
き
ま
し
た
。

　
今
定
例
議
会
に
は
、
条
例
の
改
正
や
補
正
予
算
な
ど
の
議
案
35
件
が
提
出
さ
れ
、
す
べ

て
原
案
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

　
第
１
回
臨
時
議
会
は
、
１
月
22
日
に
開
催
さ
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
等
の
関
連

３
議
案
は
、
す
べ
て
原
案
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
第
２
回
臨
時
議
会
は
、
３
月
３０
日
に
開
催
さ
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
関
す
る
補
正
予
算
は
、
原
案
可
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
審
議
結
果
一
覧
に
つ
い
て
は
、
７
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

空き家等対策計画の見直しや特定空き家等の

判定基準を策定するための協議会を設立Point 1

一般職の管理職手当を減額する期間を延長Point 2

3年に1回行われる介護保険制度の見直しに

より、関連する条例の5議案すべてを可決Point 3

クラスター発生施設への支援金等の補正予算

を可決Point 4

南山中体育館改修等の一般会計補正予算を

可決Point 5
議会 HP QR コード

まちぴか大作戦
（下手賀沼土手一帯）

白井の豊かな緑を守る
人々の保全と美化運動

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
関
連
予
算
を

　
　
　
　
　
　
臨
時
議
会
で
可
決



3月定例議会の会議録は図書館・公民館図書室等で6月下旬から閲覧できます。

【
議
案
第
14
号
】

Point 1
空
き
家
等
対
策
計
画
の
見
直
し
や
特
定
空
き
家
等
の
判
定
基
準
を
作
成
す
る
た
め
の

協
議
会
を
設
立

Point 2
一
般
職
の
管
理
手
当
を
減
額
す
る
期
間
を
延
長

〈
議
案
第
９
号
〉
白
井
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

〈
議
案
第
14
号
〉
白
井
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

〈
議
案
第
15
号
〉
白
井
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

〈
議
案
第
16
号
〉
白
井
市
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

〈
議
案
第
17
号
〉
白
井
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

〈
議
案
第
18
号
〉
白
井
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

〈
議
案
第
１１
号
〉
一
般
職
の
職
員
の
管
理
職
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

白
井
市
情
報
提
供
計
画
策
定
委
員
会
の
職
務
が
終
了
し
た
の
で
委
員
会
の
廃
止
お
よ
び
道
路
運
送
法
施
行
規
則

の
改
正
に
よ
り
担
当
す
る
事
務
の
整
備
等
の
た
め
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。
ま
た
、
倒
壊
の
恐
れ
等
が
あ

る
特
定
空
き
家
の
判
断
基
準
を
作
成
、
特
定
空
き
家
の
措
置
の
協
議
な
ど
を
行
う
白
井
市
空
き
家
等
対
策
協
議
会

を
設
置
し
ま
す
。

Point 3
3
年
に
1
回
行
わ
れ
る
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
よ
り
、

関
連
す
る
条
例
の
5
議
案
す
べ
て
を
可
決

◆
議
案
第
14
号
は
、
第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
伴
い
、
令
和
３
年
度
か
ら
３
年
間
の
介
護
保
険
料
と

そ
の
他
必
要
な
規
定
を
整
備
し
ま
し
た
。
白
井
市
に
お
い
て
は
元
気
な
高
齢
者
が
見
込
み
よ
り
も
多
く
、
介
護
給

付
費
が
抑
制
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
給
付
額
の
増
加
が
抑
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
◆
議
案
第
15
～
18
号
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
報
酬
に
係
る
改
正
で
す
。
主
な
内
容
は
、
感
染
症
や
災
害
へ
の
対
応
力
強
化
、
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
並
び
に
自
立
支
援
・
重
度
化
防
止
の
取
り
組
み
の
推
進
、
介
護
人
材
の
確
保
等
で
す
。

平
成
３０
年
に
作
成
し
た
財
政
推
計
お
よ
び
財
政
健
全
化
の
取
り
組
み
の
中
で
市
は
今
後
、
公
共
施
設
の
老
朽
化
へ

の
対
応
や
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
な
ど
厳
し
い
財
政
運
営
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
歳
出
削
減
を
図
る
た
め
一
般
職

の
職
員
の
管
理
職
手
当
（
期
末
手
当
、
退
職
手
当
に
影
響
は
な
い)

を
月
額
1
割
減
額
す
る
措
置
を
令
和
元
年
10

月
か
ら
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
令
和
５
年
３
月
３１
日
ま
で
2
年
間
延
長
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

反対

賛成
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主

な

質

疑

Ｑ
　�

空
き
家
等
対
策
協
議
会
委

員
に
市
民
公
募
が
入
っ
て

い
な
い
理
由
は
。

Ａ
　�

協
議
会
で
は
、
個
人
の
利

害
を
含
む
個
人
情
報
を
取

り
扱
う
こ
と
か
ら
、
白
井

市
審
議
会
等
の
設
置
及
び

委
員
の
選
任
に
関
す
る
要

項
に
該
当
す
る
と
判
断
し
、

公
募
市
民
は
置
か
な
い
こ

と
と
し
た
も
の
で
す
。

Ｑ
　�

空
き
家
等
対
策
協
議
会
で

は
、
空
き
家
の
取
り
壊
し

等
の
協
議
は
し
ま
す
か
。

Ａ
　�

特
定
空
き
家
等
の
判
断
及

Ｑ
　�

所
得
に
応
じ
た
保
険
料
12

段
階
の
う
ち
、
今
回
の
改

正
で
、
７
段
階
の
基
準
は

２
０
０
万
円
が
２
１
０
万

円
に
な
り
、
８
段
階
は

３
０
０
万
円
が
３
２
０
万

円
と
な
り
ま
す
。
保
険
料

に
影
響
が
あ
る
人
数
は
。

Ａ
　�

本
年
度
と
同
様
の
所
得
の

場
合
、
2
0
0
万
円
以
上

２
１
０
万
円
未
満
の
方
は

２
２
０
人
、
3
０
0
万

円
以
上
３
２
０
万
円
未

満
の
方
は
１
７
４
人
と

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
年
額

１
万
１
０
４
０
円
の
負
担

が
減
り
ま
す
。

Ｑ
　�

「
主
任
介
護
支
援
専
門
員

の
確
保
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
等
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
場
合
は
、
介
護

支
援
専
門
員
を
管
理
者
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

あ
り
ま
す
が
、
現
在
、
管

理
者
が
主
任
介
護
支
援
専

門
員
で
な
い
事
業
所
は
い

く
つ
で
す
か
。

Ａ
　�

昨
年
10
月
時
点
で
、
15
事

業
所
中
５
事
業
所
で
す
。

Ｑ
　�

利
用
者
の
人
権
擁
護
や
虐

待
防
止
が
図
ら
れ
る
よ
う

改
正
さ
れ
ま
す
が
、
実
行

さ
れ
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク

機
能
及
び
根
拠
は
。

Ａ
　�

市
が
指
定
を
行
う
居
宅
介

護
支
援
、
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
支

援
、
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所
に

対
し
て
は
、
国
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
従
っ
て
市
が
指
導

を
実
施
し
ま
す
。
そ
の
根

拠
は
、
介
護
保
険
法
で
す
。

　
　�

虐
待
防
止
、
感
染
、
防
災

対
策
等
は
必
要
だ
が
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
求

め
な
が
ら
人
員
配
置
基
準

を
緩
和
す
る
の
は
、
サ
ー

ビ
ス
（
質
）
の
低
下
、
安

全
面
に
つ
い
て
疑
問
が
残

る
た
め
反
対
し
ま
す
。

Ｑ
　�
改
正
後
、
サ
ー
ビ
ス
担
当

者
会
議
等
に
利
用
者
や
家

族
の
テ
レ
ビ
電
話
等
の
利

な
り
ま
す
が
、
増
額
分
が

賃
金
に
直
接
転
換
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
事
業
所
の
判

断
に
な
り
ま
す
。
職
員
の

待
遇
に
つ
い
て
、
介
護
職

員
の
賃
金
の
改
善
を
目
的

と
し
た
処
遇
改
善
加
算
が

あ
り
、
今
回
は
よ
り
実
効

性
の
高
い
も
の
と
す
る
観

点
と
、
よ
り
事
業
所
が
加

算
を
取
得
し
や
す
く
す
る

観
点
か
ら
、
算
定
区
分
や

算
定
要
件
の
見
直
し
が
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　�

５
議
案
の
改
定
に
よ
り
事

業
所
の
や
る
べ
き
こ
と
が

増
え
る
が
、
給
料
を
増
や

さ
ず
に
対
応
す
る
の
は
難

し
い
と
考
え
ら
れ
、
人
員

配
置
を
緩
め
る
こ
と
は
改

定
内
容
と
矛
盾
す
る
も
の

と
考
え
反
対
し
ま
す
。

Ｑ
　�

業
務
継
続
計
画
は
、
事
業

所
が
自
ら
策
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。

Ａ
　�

各
事
業
所
が
策
定
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　�

用
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
ま
で
こ
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
は
。

Ａ
　�

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
既
に

厚
生
労
働
省
は
認
め
る
方

針
を
示
し
て
お
り
、
そ
の

運
用
が
改
め
て
明
確
化
さ

れ
た
も
の
で
す
。

Ｑ
　�

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
の
入
所
者
生
活
介

護
者
は
、
介
護
士
ま
た
は

看
護
師
の
ど
ち
ら
か
が
い

れ
ば
良
い
の
で
す
か
。

Ａ
　�

従
来
型
と
ユ
ニ
ッ
ト
型
を

併
設
し
て
い
る
施
設
に
お

い
て
、
入
居
者
の
処
遇
に

支
障
が
な
い
場
合
、
介
護

職
と
看
護
職
の
兼
務
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
　�

入
居
者
の
処
遇
に
『
支
障

が
な
い
場
合
の
判
断
』
は

誰
が
行
い
ま
す
か
。

Ａ
　�

施
設
で
判
断
を
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
　�

今
回
の
改
定
で
、
職
員
の
　
　

待
遇
は
改
善
し
ま
す
か
。

Ａ
　�

今
回
の
介
護
報
酬
改
正
は

全
体
で
０.７
％
の
報
酬
増
と

Ｑ
　�

管
理
職
手
当
の
減
額
に
よ

る
１
年
間
の
効
果
額
は
い

く
ら
で
す
か
。

Ａ
　�

約
３
１
５
万
円
で
す
。

Ｑ
　�

減
額
対
象
者
の
同
意
を
得

て
い
ま
す
か
。

Ａ
　��

管
理
職
手
当
の
減
額
の
延

長
に
つ
い
て
、
１
月
12
日

に
全
職
員
に
周
知
し
、
意

見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
反

対
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で

び
措
置
の
方
針
で
は
、
代

執
行
的
な
処
分
の
内
容
も

協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
放
置
す
れ
ば
著

し
く
周
辺
に
危
害
を
及
ぼ

す
と
判
断
し
た
場
合
、
解

体
が
相
当
と
い
う
協
議
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
　�

特
定
空
き
家
の
判
断
基
準

は
自
治
体
ご
と
に
違
う
の

で
す
か
。

Ａ
　�

空
家
法
に
よ
り
、
骨
格
と

な
る
「
保
安
上
の
危
険
は

な
い
か
」
「
衛
生
上
有
害

で
な
い
か
」
「
景
観
を
損

し
た
。
職
員
2
人
か
ら

「
財
政
の
健
全
化
の
取
り

組
み
で
決
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
な
ぜ
こ
の
時
期
に
聞

く
の
か
」
「
規
則
で
変
更

が
可
能
な
の
に
、
な
ぜ
条

例
改
正
す
る
の
か
」
「
な

ぜ
２
年
間
に
及
ぶ
の
か
」

と
い
っ
た
質
問
が
あ
り
、

個
別
に
回
答
し
ま
し
た
。

な
っ
て
い
な
い
か
」
「
生

活
環
境
の
保
全
に
関
し
て

ど
う
か
」
の
４
点
に
つ
い

て
国
か
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
も
と
に
各
自
治
体
が

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
詳

細
な
基
準
を
決
定
す
る
た

め
、
多
少
の
違
い
が
あ
る

可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

Ｑ
　�
空
き
家
等
対
策
協
議
会
の

設
置
は
、
近
隣
の
状
況
を

見
て
の
判
断
で
す
か
。

Ａ
　�

県
内
54
市
町
村
中
、
協
議

会
は
32
、
う
ち
市
長
を
含

め
た
法
定
協
議
会
は
23
設

　
　�

財
政
健
全
化
の
た
め
の
管

理
職
手
当
の
削
減
は
、
２

年
前
に
提
案
さ
れ
た
時
も

反
対
し
ま
し
た
が
、
２
年

前
か
ら
前
進
し
て
い
な
い

の
に
漫
然
と
延
長
す
る
こ

と
に
納
得
が
い
き
ま
せ
ん
。

管
理
職
に
は
残
業
手
当
が
　
　

な
く
、
そ
の
た
め
の
管
理

職
手
当
で
す
。
手
当
削
減

で
は
職
員
の
モ
チ
ベ
ー

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成

27
年
の
空
き
家
法
施
行
以

前
か
ら
設
置
し
て
い
る
市

町
村
も
あ
る
こ
と
か
ら
市

の
方
針
を
踏
ま
え
、
協
議

会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

Ｑ
　�

空
き
家
等
対
策
協
議
会
の

想
定
委
員
構
成
は
。

Ａ
　�

学
識
経
験
を
有
す
る
者
５

名
、
公
共
的
団
体
の
代
表

者
２
名
、
関
係
行
政
機
関

の
職
員
２
名
、
市
の
職
員

１
名
で
の
構
成
を
考
え
て

い
ま
す
。�

シ
ョ
ン
が
下
が
り
ま
す
。

　�

　�

コ
ロ
ナ
禍
で
失
業
す
る
市

民
も
い
ま
す
。
職
員
は
お

金
の
問
題
で
は
な
く
世
の

中
に
合
わ
せ
、
手
当
を
減

額
し
て
も
市
長
自
ら
が
指

揮
を
執
り
、
職
員
一
丸
と

な
っ
て
頑
張
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
議
案
第
15
号
】

【
議
案
第
17
号
】

【
議
案
第
16
号
】

【
議
案
第
18
号
】

質
疑
意
見
な
ど

反対

反対

質
疑
意
見
な
ど



第
1
回
臨
時
議
会

（
令
和
3
年
1
月
22
日
開
催
）

賛成

バ
ー
す
る
の
で
は
。

Ａ
　�

予
算
を
組
む
上
で
の
積
算

根
拠
で
あ
り
、
必
ず
月
60

時
間
残
業
を
消
化
し
、
な

お
か
つ
、
一
般
事
務
も
す

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

し
っ
か
り
調
整
は
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

Ｑ
　�

４
月
下
旬
に
届
く
予
定
の

１
０
０
０
回
分
の
ワ
ク
チ

ン
接
種
対
象
者
は
。

Ａ
　�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と

介
護
老
人
保
健
施
設
入
所

者
の
約
５
０
０
人
・
２
回

分
と
し
て
対
応
し
ま
す
。

　
　
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
推
進
と

　
　
共
に
、
職
員
の
労
働
時
間

　
　
が
長
過
ぎ
る
よ
う
な
ら
雇

　
　
用
を
増
や
す
等
の
調
整
を

　
　
し
っ
か
り
お
願
い
し
ま
す
。

白井市ホームページ（URL）http://www.city.shiroi.chiba.jp/

（３） 第153号　令和3年6月1日発行しろい議会だより

Point 4

ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
施
設
へ
の
支
援
金

等
の
補
正
予
算
を
可
決

Point 5

南
山
中
体
育
館
改
修
等
の
一
般
会
計

補
正
予
算
を
可
決

〈
議
案
第
20
号
〉
令
和
２
年
度
白
井
市
一
般
会
計
補
正
予
算(

第
14
号)

に

つ
い
て

〈
議
案
第
33
号
〉
令
和
２
年
度
白
井
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１6
号
）
に

つ
い
て

Ｑ
　�

ま
ち
づ
く
り
寄
附
金
が

３
６
０
０
万
円
増
額
と

な
っ
た
要
因
は
な
ん
で
す

か
。

Ａ
　�

昨
年
末
の
想
定
を
超
え
た

ふ
る
さ
と
産
品
へ
の
駆
け

込
み
需
要
や
、
㈱
Ｚ
Ｏ
Ｚ

Ｏ
創
設
者
の
前
澤
友
作
様

か
ら
５
０
０
万
円
の
寄
付

が
あ
り
ま
し
た
。
返
礼
品

の
追
加
見
直
し
と
寄
付
を

し
易
い
継
続
的
な
枠
組
み

作
り
等
が
寄
付
金
の
増
加

に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
捉

え
て
い
ま
す
。

Ｑ
　�

梨
が
台
風
や
自
然
災
害
で

送
れ
な
い
時
の
想
定
は
。

Ａ
　�

梨
農
家
と
十
分
調
整
の
上

提
供
可
能
な
個
数
等
を
サ

イ
ト
に
掲
載
、
間
違
い
な

く
返
礼
品
を
送
れ
る
よ
う

な
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
　�

年
末
で
の
人
気
の
返
礼
品

は
。

Ａ
　�

梨
の
先
行
予
約
の
申
込
み

が
大
変
多
く
あ
り
、
鉄
製

フ
ラ
イ
パ
ン
も
需
要
の
多

い
人
気
商
品
で
す
。

Ｑ
　�

ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
の
支
援

金
な
ど
の
対
象
施
設
は
。

Ａ
　�

入
所
系
と
入
居
系
の
高
齢

者
施
設
17
か
所
と
障
が
い

者
施
設
４
か
所
で
す
。

Ｑ
　
支
給
す
る
慰
労
金
・
支
援
　

約
５
０
０
世
帯
を
想
定
し

積
算
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
　�

周
知
方
法
と
徹
底
は
。

Ａ
　�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。
広
報
し

ろ
い
と
共
に
、
チ
ラ
シ
を

作
成
し
、
幼
・
保
育
園
や

小
中
学
校
の
協
力
を
得
て

配
布
す
る
等
を
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

Ｑ
　�

子
育
て
世
帯
生
活
支
給
特

別
給
付
金
業
務
に
伴
う
職

員
手
当
３
６
９
万
円
は
。

Ａ
　�

子
育
て
支
援
課
６
名
が
月

６０
時
間
残
業
の
４
か
月
分

で
積
算
し
て
い
ま
す
。
会

計
年
度
職
員
で
は
採
用
ま

で
に
時
間
が
か
か
る
の
で

今
回
は
現
状
職
員
で
対
応

い
た
し
ま
す
。

Ｑ
　�

月
60
時
間
の
残
業
は
労
働

基
準
法
に
照
ら
し
て
オ
ー

Ｑ
　�

過
去
２
回
支
給
さ
れ
た
ひ

と
り
親
家
庭
へ
の
給
付
実

績
と
、
今
回
想
定
し
て
い

る
支
給
者
数
は
。

Ａ
　�

昨
年
度
２
回
の
支
給
額
は

１
人
目
が
５
万
円
、
第
２

子
以
降
は
１
人
３
万
円
で

１
回
目
３
９
３
世
帯
・
２

種
方
法
は
、
各
医
院
で
の

個
別
接
種
等
を
医
師
会
と

調
整
中
で
す
。

Ｑ
　�

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
業
　
　

務
委
託
は
随
意
契
約
な
　
　

の
で
す
か
。

Ａ
　�

競
争
入
札
を
行
う
期
間
が

な
く
、
随
意
契
約
で
す
。

Ｑ
　�

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
費
で
の

６
２
０
０
万
円
の
根
拠
は
。

Ａ
　�

人
件
費
や
電
話
回
線
費
が

主
で
、
国
が
示
す
上
限
額

を
元
に
設
定
し
ま
し
た
。

Ｑ
　�

契
約
の
中
に
途
中
解
約
条

項
は
あ
り
ま
し
た
か
。

Ａ
　�

協
議
に
基
づ
く
解
約
条
項

が
あ
り
処
理
し
ま
し
た
。

Ｑ
　�

体
制
整
備
の
流
れ
は
。

Ａ
　�

ク
ー
ポ
ン
券
の
印
刷
等
は

委
託
し
、
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
は
接
種
予
約
を
管
理

し
ま
す
。

Ｑ
　�

ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
は
。

Ａ
　�

安
全
性
、
副
反
応
の
リ
ス

ク
等
国
民
へ
の
情
報
提
供

は
国
の
方
針
を
伝
え
て
い

き
ま
す
。

Ｑ
　�

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
見
通
し

は
。

Ａ
　�

65
歳
以
上
の
80
％
の
方
へ

2
回
分
を
想
定
し
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
接
種
率
を

参
考
に
、
本
人
の
希
望
に

沿
っ
て
行
い
ま
す
。

Ｑ
　�

接
種
委
託
の
方
法
は
。

Ａ
　�

ワ
ク
チ
ン
は
、
市
内
３
つ

の
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
接

Ｑ
　�

工
事
検
査
支
援
業
務
委
託

料
の
委
託
内
容
は
。

Ａ
　�

補
正
額
が
13
万
２
千
円
で

す
が
、
当
初
予
算
で
他
の

事
業
が
あ
る
関
係
上
多
少

の
執
行
残
が
あ
り
、
実
際

は
５９
万
６
千
円
の
事
業
費

を
見
込
ん
で
お
り
、
今
回
、

繰
越
明
許
費
で
同
額
を
繰

り
越
し
ま
す
。
事
業
内
容

に
つ
い
て
は
、
請
負
契
約

が
１
千
万
円
以
上
の
建
設

工
事
は
、
委
託
す
る
の
で
、

今
回
所
要
額
の
５９
万
６
千

円
に
不
足
す
る
13
万
２
千

の
増
額
補
正
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
　�

工
事
検
査
を
委
託
せ
ず
、

庁
内
で
技
術
者
を
雇
用
し

対
応
す
る
こ
と
は
可
能
で

す
か
。

Ａ
　�

現
在
、
１
級
建
築
士
の
専

門
職
員
が
検
査
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
１
千
万
円
以

上
の
大
規
模
建
設
工
事
に

つ
い
て
は
、
電
気
設
備
や

機
械
設
備
の
専
門
的
な
検

査
も
伴
う
た
め
、
建
築
士

で
あ
っ
て
も
適
正
に
行
う

こ
と
は
難
し
く
、
業
者
に

委
託
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
　�

南
山
中
学
校
の
体
育
館
改

修
工
事
の
工
事
期
間
に
つ

い
て
。

Ａ
　
令
和
３
年
５
月
中
旬
か
ら

　
　
金
の
額
は
。

Ａ
　�

５
人
以
上
の
ク
ラ
ス
タ
ー

発
生
下
で
、
感
染
者
を

直
接
ケ
ア
し
た
従
事
者
に

は
10
万
円
、
そ
の
他
の
従

事
者
に
は
３
万
円
の
慰
労

金
を
、
施
設
に
は
支
援
金

30
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

Ｑ
　�

お
金
以
外
の
支
援
に
つ
い
　
　

　
　
て
の
議
論
は
。

Ａ
　�

施
設
職
員
や
新
規
入
居
者

の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
助
成
の
制

度
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　　
ま
ち
づ
く
り
寄
附
金
の
増

　
加
は
喜
ば
し
く
歓
迎
し
た

　
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

　
多
く
の
自
治
体
で
の
高
齢

　
者
施
設
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー

　
発
生
で
は
医
療
従
事
者
と

　
同
様
に
、
介
護
従
事
者
の

　
心
身
の
負
担
と
疲
労
が
大

　
き
な
問
題
で
す
。
市
内
の

　
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
で
は
収

　
束
宣
言
が
既
に
出
ま
し
た

　
が
、
今
後
、
こ
の
経
験
が

　
他
施
設
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー

　
予
防
・
対
処
に
活
か
さ
れ

　
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、

　
介
護
従
事
者
の
離
職
や
休

　
職
を
防
ぎ
、
市
の
高
齢
者

　
施
設
等
の
安
定
的
運
営
継

　
続
に
非
常
に
有
効
な
事
業

　
だ
と
思
い
賛
成
し
ま
す
。

　
　
11
月
末
頃
ま
で
を
予
定
し

　
　
て
い
ま
す
。

Ｑ
　�

南
山
中
学
校
体
育
館
は
避

難
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。

改
修
中
の
避
難
誘
導
な
ど

の
対
応
は
。

Ａ
　�

工
事
期
間
中
は
体
育
館
が

使
え
ま
せ
ん
。
小
学
校
に

誘
導
し
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
の
で
、
工
事
前
に
小

学
校
と
も
調
整
を
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
　�

公
園
施
設
等
改
修
工
事
の

舗
装
の
仕
方
は
。

Ａ
　�

表
面
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が

か
な
り
荒
れ
て
、
白
線
が

定
着
し
な
い
た
め
表
層
を

直
し
ま
す
。

ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
介
護
・
障
が
い
福
祉
施

設
の
従
事
者
に
慰
労
金
、
施
設
に
支
援
金
を
支
給

す
る
費
用
、見
込
み
額
を
上
回
っ
た
「
ま
ち
づ
く
り

寄
附
金
」
を
補
正
す
る
も
の
と
し
て
５
７
５
６
万

円
を
追
加
す
る
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
14
号
）
を

可
決
し
ま
し
た
。

各
常
任
委
員
会
が
所
掌
す
る
科
目
に
つ
い
て
審
議

し
、
本
会
議
で
賛
成
全
員
に
よ
り
原
案
を
可
決
し

ま
し
た
。

３
件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

♦
議
案
第
１
号
／
一
般
会
計
補
正
予
算
（
13
号
）
は
新
型
コ
ロ
ナ

感
染
症
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
対
策
費
で
す
。
整
理
券
の
作
成
と
発
送
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
整
備
し
、
医
療
従
事
者
お
よ
び
６５
歳
以

上
の
方
へ
の
優
先
接
種
を
行
う
た
め
国
庫
負
担
金
お
よ
び
補
助
金

１
億
４
千
万
円
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。
♦
議
案
第
２
号
／
市
内
中
学

校
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
室
で
使
用
し
て
い
る
等
の
物
品
の
賃
貸
借

契
約
の
変
更
に
伴
い
、
１
月
19
日
に
支
払
い
済
の
２
２
９
２
万
円

の
損
害
賠
償
額
を
議
決
を
経
ず
に
支

払
っ
た
た
め
、
追
認
を
求
め
る
内
容

で
す
。
♦
議
案
第
３
号
／
市
内
中
学

校
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
室
で
使
用
し

て
る
物
品
の
賃
貸
借
契
約
の
解
除
に

伴
い
、
今
後
支
払
う
損
害
賠
償
額
約

１
０
０
万
円
を
決
定
し
ま
し
た
。

◆
議
案
第
１
号
／
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
見
通
し
が
国
か
ら
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
令
和
２
年
度

執
行
額
以
外
の
予
算
約
１
億
２
９
７
１
万
円
の
減
額
を
令
和
３
年

度
に
付
け
替
え
る
。（
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
。）　
◆
議
案
第
２
号
／

令
和
３
年
度
予
算
に
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
給
付
分
費
用
と
議
案
第

１
号
か
ら
の
振
替
え
分
の
約
２
億
４
３
４
５
万
円
を
追
加
計
上
す

る
。
以
上
２
議
案
の
一
般
会
計
補
正
予
算
を
可
決
し
ま
し
た
。

【
総
務
企
画
常
任
委
員
会
】

【
教
育
福
祉
常
任
委
員
会
】

【
都
市
経
済
常
任
委
員
会
】

質
疑
意
見
な
ど

質
疑
意
見
な
ど

主

な

質

疑

第
2
回
臨
時
議
会

（
令
和
3
年
3
月
30
日
開
催
）

回
目
１
８
０
世
帯
に
支
給

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
令

和
３
年
４
月
を
基
準
日
と

し
て
、
児
童
１
人
に
５
万

円
、
ひ
と
り
親
家
庭
に
加

え
て
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
給

与
所
得
水
準
が
同
様
に
な

ら
れ
た
世
帯
を
対
象
に
、

主

な

質

疑

賛成
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各常
任委
員会
での審

査内容

の一
部を
お知ら

せします
令和3年度予算を可決しました令和3年度予算を可決しました令和3年度予算を可決しました令和3年度予算を可決しました
第５次総合計画後期基本計画からの新たな取り組みとして、官民協働による情報発信プ

ラットフォームの開設、子育て世代包括支援センターの運営、同総合計画の前期基本計画

から引き続き実施していく事業として、小学校を基本的な単位としたまちづくり協議会

への補助金等による支援、新型コロナウイルス感染症対策経費などが予算化されました。

総務
企画

Q　印旛郡市広域市町村圏事務組
合水道負担金について、工業団地
への上水の確保について協議はさ
れたのですか。

A　工業団地の水については、別途の問題である
ため、それについての組合との協議は行っていま
せん。水道事業全体については、担当課から協議を
広げていくものと考えます。

総務
企画

Q　ふるさと納税の返礼品の追加
について、どのようなものを予定
していますか。

A　委託業者による新規開拓により、人気のある
鉄製フライパンが、当初の3種類から10種類に増
え、体験型の返礼品も増加しています。令和3年度
も引き続き業者と協力しながら返礼品を増やそう
と考えています。

教育
福祉

Q　福祉タクシー券の助成枚数に
ついて、昨年のアンケート結果を
踏まえた予算を検討しましたか。

A　タクシー券のアンケート調査については現在
も行っているため、令和3年度予算には反映されて
いませんが、アンケート結果や利用実態を踏まえ
て検討したいと考えています。

総務
企画

Q　選挙費に関して、コロナ禍や高
齢化により投票率をダウンさせな
いための工夫はありますか。

A　期日前投票等、コロナ禍に合わせた投票の選
択肢を広報しろい等で啓発するほか選挙公報を各
戸配布していきたいと考えています。

総務
企画

Q　公共施設包括管理業務委託料
で42施設、224の業務管理を一活契
約にする効果は。

A　点検等を統一して行うことにより、老朽化に
よる修繕等の優先順位が明確になり、今後の修繕
計画に役立つと考えます。また、不具合の早期発見
や事務手続きの簡素化が考えられます。

教育
福祉

Q　地域人材活用事業で、白井の特
色ある教育とは具体的にどのよう
なものがありますか。

A　部活のサポートや各学校においてテーマを
持って講師を呼ぶなどの活動をしています。例え
ば、各小学校３年生を中心に梨をテーマに学習し
ています。

教育
福祉

Q　子供の遊び場維持・管理に要す
る経費の中の修繕費が減額された
理由は。

A　令和2年度は、冨士開拓広場にある子供の遊び
場のフェンスやベンチの修繕を行いましたが、令
和3年度については修繕予定がないことから減額
になっています。

教育
福祉

Q　生活保護人数に対して3人の
ケースワーカーでは、1人あたり担
当80人の上限を超えていませんか。

A　3人のケースワーカーで保護世帯234世帯を担
当しており、目安の80人を超えているので負担は
多いと認識していますが、現状はこの体制で臨む
予定です。

教育
福祉

Q　教育課題調査研究事業の中の、
学力向上調査の内容は。

A　令和2年度から県の「標準学力テスト」に代わ
り実施している「Reナビ」で、子どもたちが学習内
容をどこまで理解しているか調査するためのもの
です。1回目の調査で子どもたちがつまずいたとこ
ろなどがフィードバック冊子で戻ってきます。そ
れを子どもたちが復習し、２回目の調査をして、１
回目でできなかったところをきちんと確認できた
か調査をするものです。

総務
企画

Q　後期五か年計画にある財政健全化の
取り組みで、職員数の削減をあげていま
すが、初年度となる令和3年度から実施し
ますか。

A　財政健全化の取組や定数管理指針に基づき、組織の
スリム化による効率的な財政運営、人件費の抑制を目標
に取り組みを行っています。職員数については、現在の
財政状況で行政サービスを行う上で、指針の見直しを含
め、適正数を精査する考えのもと予算化しています。具
体的には、前年度比で正規職員は365から360へ、短時間
勤務職員は60から54へ、会計年度任用職員は415から
413への減員となっています。

総務
企画

Q　総務費の一般管理費中、ストレス
チェック委託料が増額されていますが、
見直し内容は。

A　メンタルヘルスパンフレット、新規職員向けの安全
性パンフレットの購入費用を新たに計上したことや、検
査項目の増加による増加を見込んでいます。

教育
福祉

Q　文化センターあり方検討委員会の委員
に対し、大ホール天井の石膏ボード落下の
危険性を説明していなくていいのですか。

A　委員には説明で理解していただくようにしています。
検討会については、センターの廃止を含めゼロベースか
ら提言をいただきます。

教育
福祉

Q　老人憩いの家管理運営に要する経費
の予算が減額されている理由は。

A　新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、飛沫や
接触による感染リスクが高いといわれるカラオケ機器
の撤去により、賃借料が減ったためです。

教育
福祉

Q　老人福祉センターの風呂が中止に
なった理由は。

A　昨年、指定管理者から浴室の天井ゆがみや換気扇の
音の異常などの報告を受け、現場を確認したところ危険
な状況と判断し、現在も利用を中止しています。高齢者
のコミュニケーションの場となるよう、風呂の再開につ
いては慎重に検討していきたいと考えています。

教育
福祉

Q　小中学校学習用端末等賃借料につい
て、種類別の調達数は。

A　学習用端末は児童・生徒１人１台と教職員用で１台、
プリンターについては各学校に１台、液晶プロジェク
ターは普通教室の黒板に固定して入っています。特別支
援学級と特別教室にはホワイトボード型のプロジェク
ターが１台ずつ、また、アクティブラーニング室や体育
館、職員室には液晶テレビが１台ずつ入っています。

教育
福祉

Q　教育課題問題調査研究事業に
ついて、委託とした理由は。

A　小学校については、国語は２教科で２冊子、
算数についても２冊子になります。中学２年生
については、これに英語も入れてトータル５冊
子になります。これだけのものを各学校で先生
方に集まっていただき、一定レベルのものを作
れるかという懸念もあって、検討の結果、委託と
なりました。

教育
福祉

決算では、学校部活動におけるバ
ス利用経費の自己負担が課題と
なっていましたが今年度はどう
なっていますか。

A　部活動のバス利用経費については原則保護者
負担です。白井市の場合、地域的なものがあるため、
例えば郡大会や大きな大会などで公共交通機関で
は不便なところもあるので、一部バスの補助をし
ています。
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請願
高
齢
者
の
医
療
費
1
割
負
担
継
続
を
求
め
る
請
願
は
不
採
択

〈
請
願
第
１
号
〉
75
歳
以
上
の
医
療
費
窓
口
負
担
〜

「
７５
歳
以
上
の
医
療
費
窓
口
負
担
に
つ
い
て
原
則
１
割
負
担
の
継
続
を
求
め
る
請
願
」
は
、

教
育
福
祉
常
任
委
員
会
と
本
会
議
に
お
い
て
、
反
対
多
数
で
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

反対討論
反対理由の第１に公共交通への対応があげられ
ます。民間バス路線の減便など、都市インフラと
しての交通網の棄損がまさにリアルタイムで進
行中です。これに対し、当初予算内では具体的な
対応策が見いだせず、市民の暮らしへの責任を
十分に果たすことはできません。ほかに、防犯灯
の新設についても、戦略的な配置を求めたい。

反対討論
水道料金について、県営水道エリアとの格差を
生じさせていることに賛成できません。県営水
道との一本化も現場でどうこうできる話でなく、
相手のあるより大きな話となりますが、解決を
望みます。

企業会計（下水道）
Q　
A　

都市
経済

Q　まちづくりサポートセンター管理運営
事業について、指定管理者への移行が先送
りされ、今後はどう事業展開をされますか。

A　センターの機能を向上させる大前提は2つです。1つ
は専門家による指導、もう1つはコーディネーターで情
報・目的・理念の共有を図りつつ、センター長と一体と
なってチーム力を再結成すること。これらを両輪のよう
に合わせながら運営していきたいです。

都市
経済

Q　地域公共交通活性化協議会に
ついて、協議内容はコミニティバ
スの協議しかないのですか。

A　現在、各路線バス・タクシー事業者等は新型コ
ロナ感染対策の影響を受けいろいろな問題を抱え、
交通環境は非常に大きく変化すると思うので、相
互に情報共有をしていきたいと考えます。

都市
経済

Q　宅地耐震化推進事業の新規事
業について、該当する市内18か所
の大規模盛土造成地はどこですか。

A　大規模盛土造成地は、白井市では全て３千平
方メートル以上の谷を埋めた谷埋め型となります。
分布は、工業団地内、白井聖地公園付近、清水口、白
井駅北側、池の上２丁目・３丁目、南山小学校の南
側、桜台にあります。

都市
経済

Q　『輝け、ちばの園芸次世代産地
整備支援事業補助金』が減額され
ている理由は。

A　申請件数として令和３年度は７件を予定し、
２年度の４件より増えていますが、１件あたりの
事業費が少なく、トータルとして減額となってい
ます。

都市
経済

Q　産業用地確保検討調査業務委託につ
いての展望は。

A　都市マスタープラン上では開発できない区域に、企
業誘致に有用な土地が見つかった場合は、都市マスター
プランの土地利用方針を見直し、開発可能な要件となっ
たら、そこに誘致を進める形となります。

都市
経済

Q　道路修繕工事について、前年度と比
べ約２億円減っている理由は。

A　令和2年度の国の交付金内示が、１月２９日に追加の
国費の内示を受け、令和２年度事業として補正し、令和
３年度に繰り越しして事業を実施することになりまし
た。このため、３年度工事を２年度に前倒しした格好と
なり、２年度当初予算と大きな差が生じています。

企業会計（水道）

都市
経済

Q　令和2年4月の市営水道料金改
定と令和3年度以降10年間の上下
水道経営戦略計画により、令和3年
度の経営状況はどうなりますか。

A　コロナ禍で水需要が増えており、料金収入は
増えていますが、値上げの効果か需要増の効果か
分析できていません。令和２年度決算で方向性や
計画、状況を示していきたいと思います。

企業会計（下水道）

都市
経済

Q　資金が上水道より厳しく、県
営・市営の区別もない下水道料金
こそ値上げしては。上水道との優
先順位の考えは。

A　水道料金は値上げしています。下水道使用量
も財政健全化や財政推計では値上げを検討するも
のとなっていますが、令和２年度の決算が出た段
階で検討していきたいと考えています。

都市
経済

Q　資源回収運動奨励金について、回収
をやめていく団体が多いようですが、奨
励金を増やし資源物の再資源化を進める
検討はされましたか。

A　なるべく回収しやすいような制度にしようと検討
し、令和３年度から実施する予定です。

Ｑ
　�

２
０
２
１
年
の
現
役
負
担

　�

額
は
１
人
約
６
万
円
で
、

２
０
２
５
年
に
は
約
８
万

円
に
。
増
え
続
け
る
現
役

世
代
の
負
担
へ
の
考
え
は
。

Ａ
　�

現
役
世
代
で
な
く
公
費
負

担
を
求
め
る
べ
き
で
す
。

今
ま
で
公
費
負
担
は
45
％

が
35
％
に
減
り
、
今
回
も

大
幅
に
削
減
。
こ
れ
を
考

え
な
い
限
り
医
療
費
負
担

が
増
え
て
い
く
だ
け
に
な

り
ま
す
。
（
参
考
人
）

Ｑ
　��

２
０
２
０
年
の
当
初
国
家

予
算
で
は
社
会
福
祉
34.

　
　�

9
％
で
、
防
衛
費
5.2
％
と

公
共
工
事
6.7
％
の
合
計
の

３
倍
で
す
が
、
ど
う
考
え

ま
す
か
。

Ａ
　��

お
金
は
増
え
て
も
比
率
は

減
っ
て
お
り
、
別
の
問
題

で
す
。
高
齢
者
の
命
と
暮

ら
し
を
守
る
問
題
で
す
か

ら
、
税
金
を
ど
こ
か
ら
取

る
か
考
え
ざ
る
を
得
な
い

で
す
。
（
参
考
人
）

Ｑ
　�

医
療
費
を
２
割
負
担
に
す

る
法
案
に
つ
い
て
、
当
事

者
な
ど
の
反
応
は
。

Ａ
　��

日
本
高
齢
期
運
動
連
絡
会

は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
高

齢
者
の
医
療
負
担
増
と
受

診
抑
制
が
進
む
中
で
の
75

歳
以
上
の
窓
口
２
割
負
担

は
中
止
す
べ
き
と
の
文
書

を
菅
総
理
に
出
し
て
い
ま

す
。
様
々
な
高
齢
者
団
体

の
反
対
運
動
で
、
２
か
月

で
78
万
集
ま
っ
た
署
名
を

国
に
提
出
し
て
い
ま
す
。

（
参
考
人
）

Ｑ
　�

通
院
を
控
え
る
こ
と
は
結

果
的
に
医
療
費
を
減
ら
す

こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

Ａ
　�

年
金
か
ら
介
護
保
険
料
や

国
民
健
康
保
険
料
、
所
得

税
な
ど
引
か
れ
た
残
金
で

生
活
す
る
中
で
、
医
療
費

が
２
倍
に
な
る
と
生
活
を

圧
迫
し
ま
す
。
受
診
を
控

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
症

化
し
、
高
度
医
療
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
早
期
発
見

と
早
期
治
療
に
よ
る
医

療
費
抑
制
が
必
要
で
す
。

（
参
考
人
）

Ｑ
　�

後
期
高
齢
者
で
年
収
２
０

　
０
万
円
か
ら
３
８
３
万
円

　
の
人
が
、
窓
口
負
担
が
１

　
割
か
ら
２
割
に
な
る
の
で

　
す
が
、
同
じ
収
入
の
現
役

　
世
代
、
単
身
者
の
窓
口
負

　
担
は
何
割
で
す
か
。

Ａ
　�

国
保
加
入
者
の
窓
口
医
療

費
負
担
は
、
70
歳
未
満
の

方
は
３
割
で
す
。
（
執
行

部
）

Ｑ
　�

少
子
高
齢
化
が
続
き
、
子

ど
も
た
ち
の
支
え
る
医
療

費
が
大
き
く
な
る
こ
と
を

ど
う
思
い
ま
す
か
。

Ａ
　�

将
来
、
子
ど
も
た
ち
が
安

心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
制
度
を
守
る
の
は
私
た

ち
の
務
め
で
す
。
負
担
が

若
い
人
に
回
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、

財
源
は
確
保
で
き
ま
す
。

期
高
齢
者
医
療
を
運
営
す

る
広
域
連
合
も
、
負
担
増

加
に
反
対
。
若
者
の
将
来

の
た
め
に
も
止
め
る
べ
き
。

７０
％
の
人
は
生
活
の
心
配

が
な
い
と
い
う
が
30
％
の

人
は
放
っ
て
お
い
て
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　
　�

負
担
能
力
の
あ
る
高
齢
者

の
負
担
増
の
判
断
は
や
む

を
得
な
い
で
す
。
高
齢
者

イ
コ
ー
ル
経
済
的
に
厳
し

い
と
は
言
い
切
れ
ず
、
総

務
省
の
「
平
成
30
年
度
家

計
調
査
」
で
は
、
60
歳
以

上
の
約
４
分
の
３
が
家
計

の
心
配
な
く
暮
ら
し
て
い

る
と
の
結
果
で
す
。
一
方

で
年
金
収
入
が
２
０
０
万

円
未
満
の
方
は
こ
れ
ま
で

通
り
１
割
負
担
で
、
施
行

後
３
年
間
は
負
担
増
を
最

大
３
０
０
０
円
に
し
、
実

施
時
期
も
２
０
２
２
年
10

月
以
降
と
閣
議
決
定
。
医

療
費
が
限
度
額
を
超
え
た

場
合
の
支
給
制
度
も
あ
り
、

高
齢
者
の
不
安
を
和
ら
げ

負
担
を
軽
減
す
る
措
置
は

取
ら
れ
て
い
ま
す
。
益
々

加
速
す
る
少
子
高
齢
化
に

対
応
す
る
た
め
負
担
の
見

直
し
は
必
要
で
す
。

質
疑
意
見
な
ど

賛成

反対

（
参
考
人
）

Ｑ
　�

２
０
４
０
年
に
高
齢
化

ピ
ー
ク
を
迎
え
る
日
本
で
、

現
役
世
代
の
負
担
を
増
や

さ
ず
に
高
齢
者
の
サ
ー
ビ

ス
を
維
持
で
き
る
と
確
信

を
も
っ
て
言
え
ま
す
か
。

Ａ
　�

今
の
政
治
状
況
の
中
で
は

確
信
を
持
っ
て
言
え
ま
せ

ん
。
税
金
の
使
い
方
、
国

の
予
算
配
分
を
変
え
る
こ

と
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
続

け
る
た
め
に
な
る
の
で

は
と
思
い
ま
す
。
少
子
高

齢
化
の
問
題
を
考
え
る
の

が
国
の
政
治
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
若
者
が
大

変
だ
か
ら
高
齢
者
に
と
い

う
論
理
は
、
政
府
が
作
っ

た
若
者
と
高
齢
者
を
分
断

す
る
考
え
で
す
。
（
参
考

人
）

　�

　�

理
由
は
４
つ
。
①
自
民
党

が
医
師
・
看
護
師
・
病

院
・
保
健
所
を
減
ら
し
て

現
在
が
あ
る
の
に
公
の

責
任
を
果
た
し
て
い
な

い
。
②
若
者
と
高
齢
者
を

分
断
す
る
理
論
に
乗
る
べ

き
で
な
い
。
医
療
費
２
割

負
担
分
は
若
者
１
人
１

日
１
円
分
に
し
か
な
ら
な

い
。
③
財
源
は
他
に
あ
る
。

消
費
税
増
税
分
を
社
会
保

障
に
充
て
る
約
束
は
未
実

施
。
④
当
事
者
や
現
役
世

代
が
反
対
し
日
本
医
師
会

会
長
も
「
論
外
」
と
。
後
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市
政
の
こ
こ
が

　
　
知
り
た
い

市
政
の
こ
こ
が

　
　
知
り
た
い

問
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る

た
め
の
手
続
き
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

答
　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

か
ら
の
利
用
申
込
み
登
録
が
必

要
で
す
。

問
　
市
民
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
保
有
率
は
28.

7
％
で

す
が
、
職
員
の
保
有
率
は
。

答
　
申
請
済
み
を
含
め
る
と

51.

47
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
　
電
子
証
明
書
に
有
効
期
限

が
あ
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

答
　
技
術
の
進
歩
に
よ
り
使
用

し
た
暗
号
が
解
読
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
た
め
、
安
全
性
と
信
頼

性
を
維
持
す
る
た
め
で
す
。

問
　
市
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の

よ
う
な
利
活
用
を
検
討
し
て
い

る
の
で
す
か
。

答
　
先
進
事
例
を
参
考
に
し
て

効
果
や
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
を

見
極
め
な
が
ら
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
が
可
能
と
思
わ
れ
る

取
組
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

問
　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
は
ど

の
よ
う
な
情
報
が
入
っ
て
い
る

の
で
す
か
。

答
　
世
帯
や
税
情
報
、
子
ど

も
・
子
育
て
、
福
祉
、
雇
用
・

労
働
な
ど
17
の
個
人
情
報
が
確

認
で
き
ま
す
。

問
　
他
人
が
見
る
こ
と
は
可
能

で
す
か
。

答
　
暗
証
番
号
が
分
か
ら
な
け

れ
ば
、
他
人
が
確
認
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

問
　
暗
証
番
号
を
知
っ
て
い
れ

ば
、
な
り
す
ま
し
も
情
報
抜
き

取
り
も
出
来
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

普
及
と
安
全
性
に
つ
い
て
市
長

の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

答
　
市
民
の
生
活
の
利
便
性
に

つ
い
て
は
有
効
な
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
が
、
安
全
性
な
ど
デ

メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
分
か

り
や
す
く
情
報
発
信
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　5人（6項目）の質
問があり、その要約
を掲載しました。詳
細については、会議
録をご覧ください。
この記事は各議員が
作成しています。

岩
田
　
典
之
議
員

問
　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し

つ
つ
、
自
宅
療
養
中
の
市
民
に

申
し
込
み
を
呼
び
か
け
、
家
庭

内
感
染
予
防
物
品
や
生
活
必
需

品
の
支
給
、
買
い
物
代
行
、
ご

み
出
し
支
援
を
す
る
考
え
は
。

答
　
他
県
で
体
制
を
整
え
た
報

道
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
市

で
は
職
員
の
支
援
チ
ー
ム
編
成

の
検
討
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
　
市
で
は
自
宅
療
養
の
方
に

何
も
し
な
い
予
定
で
す
か
。

答
　
国
、
県
、
市
の
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
が
あ
る
の
で
、
市
の
行

う
べ
き
こ
と
を
や
る
考
え
で
す
。

問
　
市
の
高
齢
者
向
け
P
C
R

検
査
は
医
師
の
診
断
書
も
出
る

良
い
制
度
な
の
に
、
利
用
者
４４

名
で
は
無
症
状
者
の
感
染
拡
大

を
防
ぐ
の
は
厳
し
い
と
思
い
ま

す
が
、
５
千
円
の
値
段
を
下
げ

る
考
え
は
。

答
　
保
健
所
の
P
C
R
検
査

は
検
査
費
が
無
料
で
す
が
初
診

料
等
は
ご
本
人
負
担
な
の
で
、

市
の
検
査
も
自
己
負
担
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

問
　
対
象
者
を
広
げ
て
は
。

答
　
今
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

問
　
コ
ロ
ナ
の
経
済
的
影
響
は

収
束
後
も
続
く
た
め
、
市
民
の

負
担
増
に
な
る
家
庭
ご
み
の
有

料
化
導
入
は
見
送
り
、
ご
み
減

量
に
力
を
入
れ
る
べ
き
で
は
。

答
　
家
庭
系
ご
み
有
料
化
に
よ

り
、
市
民
に
も
負
担
を
お
願
い

し
ま
す
が
、
減
量
化
・
資
源
化

推
進
の
た
め
、
丁
寧
に
説
明
し

ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め

ま
す
。

問
　
昨
年
１
月
の
粗
大
ご
み
手

数
料
値
上
げ
後
、
量
は
減
り
ま

し
た
か
。

答
　
粗
大
ご
み
は
平
成
29
年
度

３
４
７
ト
ン
、
30
年
度
３
４
３

ト
ン
、
31
年
度
は
３
７
７
ト
ン

で
す
。
現
在
は
５
１
２
ト
ン
で

極
端
に
増
え
て
い
ま
す
。
詳
細

な
分
析
は
ま
だ
で
す
が
、
コ
ロ

ナ
禍
で
自
宅
時
間
が
多
く
、
家

の
整
理
な
ど
す
る
た
め
か
と
市

で
は
と
ら
え
て
い
ま
す
。

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
支
援
と

　
　
　
　
　
　
市
民
生
活
支
援
を
問
う

徳
本
　
光
香
議
員

問
　
船
橋
新
京
成
バ
ス
西
白
井

線
が
11
月
に
減
便
さ
れ
、
西
白

井
駅
か
ら
鎌
ヶ
谷
大
仏
に
向
か

う
便
は
夜
７
時
頃
か
ら
無
く
地

域
住
民
や
沿
線
通
勤
者
か
ら
問

題
解
決
を
求
め
る
声
が
あ
が
っ

て
い
ま
す
。
市
の
対
応
は
。

答
　
事
業
者
か
ら
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
減
収
、

運
転
手
不
足
、
労
務
管
理
の
面

か
ら
ダ
イ
ヤ
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
、
夜
間
ダ
イ
ヤ
を
繰
り

上
げ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
市

の
対
応
と
し
て
は
、
い
ま
だ
バ

ス
路
線
が
運
行
し
て
い
な
い
地

域
が
市
内
に
あ
る
こ
と
、
減
便

な
ど
全
て
の
変
化
に
都
度
対
応

す
る
の
は
難
し
い
こ
と
か
ら
、

個
別
対
応
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

問
　
７
月
に
交
通
関
係
に
対
し
、

バ
ス
１
路
線
に
10
万
円
、
タ
ク

シ
ー
１
台
に
１
万
円
の
計
算
で

助
成
し
ま
し
た
。
助
成
の
成
果

を
市
は
ど
う
評
価
し
ま
す
か
。

答
　
数
字
的
に
は
正
直
な
と
こ

ろ
分
か
り
ま
せ
ん
。

問
　
Ｄ
Ｖ
の
状
況
に
つ
い
て
。

答
　
昨
年
12
月
現
在
の
相
談
件

数
は
、
前
年
同
月
よ
り
８
件
減

の
51
件
。
そ
の
中
コ
ロ
ナ
起
因

の
Ｄ
Ｖ
は
３
件
あ
り
ま
し
た
。

問
　
生
活
困
窮
の
状
況
は
。

答
　
相
談
が
１
月
末
現
在

４
６
２
件
、
前
年
度
同
時
期
の

約
３
倍
で
す
。
そ
の
う
ち
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
る
相
談
は
２
５
８

件
、
内
容
は
給
付
や
貸
付
、
就

労
支
援
に
関
す
る
も
の
が
多
い

で
す
。

問
　
仕
事
や
必
要
な
用
事
で
帰

り
が
遅
い
人
も
い
ま
す
。『
地
域

公
共
交
通
網
形
成
計
画
』
で
は
、

つ
な
が
る
こ
と
で
ま
ち
の
活
力

を
育
む
な
ど
と
謳
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
仕
事
の
足
さ
え
つ
っ
か

え
て
い
て
、
快
適
な
ま
ち
と
言

え
ま
す
か
。

答
　
多
様
な
モ
ー
ド
の
活
用
と

効
率
化
が
人
口
減
少
社
会
で
は

求
め
ら
れ
ま
す
。
少
数
の
ニ
ー

ズ
を
カ
バ
ー
す
る
の
が
非
常
に

難
し
く
、
継
続
的
な
調
査
研
究

が
必
要
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

問
　
バ
ス
会
社
単
独
で
、
夜
の

２
、
３
時
間
を
維
持
す
る
の
さ

え
困
難
と
い
う
な
ら
、
地
域
公

共
交
通
活
性
化
協
議
会
に
こ
の

問
題
を
諮
っ
て
、
他
の
事
業
者

と
の
調
整
を
図
り
、
緊
急
に
夜

の
便
を
出
せ
る
よ
う
に
す
る
ほ

か
手
が
無
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
考
え
も
無
い
の
か
。

答
　
業
者
と
話
は
し
て
い
ま
す

が
、
基
本
的
に
は
事
業
者
の
経

営
判
断
の
部
分
も
あ
り
ま
す
。

問
　
失
業
の
推
移
や
傾
向
は
。

答
　
令
和
２
年
完
全
失
業
率
は

前
年
よ
り
0.7
ポ
イ
ン
ト
悪
化
、

本
市
の
無
料
職
業
紹
介
所
の
利

用
者
も
増
え
て
い
ま
す
。
主
な

退
職
理
由
で
は
自
己
都
合
が
最

も
多
い
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
や
会
社
都
合
の
退
職
も
一

定
層
い
る
状
況
で
す
。

問
　
倒
産
や
廃
業
等
の
状
況
は
。

答
　
倒
産
件
数
等
は
把
握
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
保
証
制
度
に
４
０
０
件
、

都
市
基
盤
の
棄
損
、
路
線
バ
ス
削
減
に
　

　
対
し
市
の
無
為
無
策
が
許
さ
れ
る
か

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
白
井
市
の
実
態
を
問
う

影
山
　
廣
輔
議
員

小
田
川
　
敦
子
議
員

中
小
企
業
経
営
支
援
金
に

６
４
４
件
の
申
請
が
あ
り
、
白

井
工
業
団
地
協
議
会
が
実
施
し

た
調
査
結
果
か
ら
も
、
多
く
の

事
業
者
が
厳
し
い
経
営
環
境
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
　
住
民
生
活
及
び
地
域
経
済

の
安
定
に
対
す
る
、
コ
ロ
ナ
対

策
の
考
え
方
を
伺
い
ま
す
。

答
　
市
民
の
命
と
健
康
を
守
る

こ
と
を
最
優
先
に
考
え
、
国
県

の
動
向
、
市
の
財
政
面
へ
の
影

響
等
踏
ま
え
、
感
染
拡
大
の
防

止
に
全
力
で
取
り
組
み
ま
す
。

問
　
現
在
、
自
宅
療
養
者
へ
の

支
援
が
遅
れ
て
い
る
。
感
染
者

は
保
健
所
管
轄
だ
が
、
市
高
齢

者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
「
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
」
を
配
置
し
自
宅
療

養
の
負
担
を
軽
減
で
き
な
い
か
。

答
　
検
討
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
　
コ
ロ
ナ
専
用
病
棟
退
院
後

の
受
け
皿
と
し
て
地
域
医
療
が

整
わ
な
い
と
医
療
崩
壊
す
る
。

答
　
助
成
の
情
報
は
医
師
会
に

も
伝
え
な
が
ら
、
協
力
で
き
る

か
等
周
知
は
し
て
い
き
た
い
。

問
　
昨
年
12
月
18
日
、
公
園
看

板
事
業
予
算
の
削
除
を
求
め
た

修
正
案
は
、
賛
成
少
数
で
否
決

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
市
民

有
志
は
市
民
が
望
ま
な
い
不
要

不
急
の
事
業
よ
り
も
、
困
窮
す

る
市
民
や
事
業
者
、
医
療
従
事

者
へ
の
支
援
に
と
短
時
間
で

２
５
０
０
名
の
署
名
を
集
め
、

マ
ス
コ
ミ
で
も
全
国
報
道
さ
れ

ま
し
た
。
市
長
は
こ
の
声
に
ど

う
答
え
ま
す
か
。

答
　
公
園
に
新
し
い
生
活
様
式

を
表
示
す
る
こ
と
は
、
感
染
対

策
に
か
か
る
市
の
役
割
の
一
つ

で
あ
り
準
備
し
て
い
き
ま
す
。

問
　
市
の
政
策
決
定
は
、
10

月
21
日
で
こ
の
間
２
回
の
議

会(

10
月
・
11
月)

が
あ
っ
た

が
二
ヵ
月
経
過
し
、
あ
ま
り
に

遅
く
、
早
期
に
知
ら
せ
る
べ
き

だ
っ
た
の
で
は
。

答
　
議
員
に
は
12
月
12
日
に
説

明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

問
　
マ
ス
コ
ミ
（
新
聞
・
Ｔ
Ｖ
）

数
社
も
報
道
し
全
国
の
注
目
を

集
め
、
テ
レ
ビ
放
映
で
市
長
の

所
信
表
明
を
拒
否
さ
れ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
が
。

答
　
１
月
25
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

民
放
の
報
道
が
あ
ま
り
に
も
偏

り
が
あ
り
、
正
確
に
伝
わ
ら
な

い
の
で
取
材
を
拒
否
し
ま
し
た
。

問
　
39
の
公
園
看
板
の
個
々
の

計
画
概
要
が
今
も
っ
て
具
体
的

に
私
に
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

撤
去
だ
け
・
修
繕
だ
け
・
新
設

す
る
な
ど
。
２
月
に
入
っ
て
も

今
調
査
中
と
の
こ
と
。
今
後
の

調
査
進
行
で
「
撤
去
不
要
」
と

な
れ
ば
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
の

か
。

答
　
市
民
の
中
に
理
解
を
含
め

い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
り
ま
す

が
、
今
回
は
議
会
の
議
決
を
い

た
だ
い
て
お
り
進
め
て
い
き
ま

す
。

コ
ロ
ナ
交
付
金
を
使
う

　
　
　
　
　
公
園
看
板
事
業
は
中
止
を

中
川
　
勝
敏
議
員

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

　
　
　
　
　
　
利
便
性
と
安
全
性
と
は



令和2年度一般会計補正予算（第13号）

損害賠償の額の決定（追認）

損害賠償の額の決定

議案等

番　号
件　　　　　名

付　　託

委員会名

審　議

結　果

各議員の賛否

市
長
提
出

の
も
の

第
１
回

臨
時
会

日本共産党 公明党 白井令和 市民の声政和 議長しろい未来研究会
NT
21

さわやか
白井

中川 徳本 石井 植村 斉藤 田中 和田 石川 古澤 伊藤 秋谷 広沢 血脇 岡田 平田 竹内 岩田 影山 柴田 小田川 長谷川

議案第１号

議案第２号

議案第３号

―

―

―

原案可決

原案可決

原案可決

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

―

令和2年度一般会計補正予算（第18号）

令和3年度一般会計補正予算（第2号）

議案等

番　号
件　　　　　名

付　　託

委員会名

審　議

結　果

各議員の賛否

市
長
提
出

の
も
の

第
２
回

臨
時
会

日本共産党 公明党 白井令和 市民の声政和 議長しろい未来研究会
NT
21

さわやか
白井

中川 徳本 石井 植村 斉藤 田中 和田 石川 古澤 伊藤 秋谷 広沢 血脇 岡田 平田 竹内 岩田 影山 柴田 小田川 長谷川

議案第１号

議案第２号

―

―

原案可決

原案可決

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

議案等

番　号
件　　　　　名

付　　託

委員会名

審　議

結　果

各議員の賛否

市
長
提
出
の
も
の

請
願

第

　１

　回

　定

　例

　会

日本共産党 公明党 白井令和 市民の声政和 議長しろい未来研究会
NT
21

さわやか
白井

中川 徳本 石井 植村 斉藤 田中 和田 石川 古澤 伊藤 秋谷 広沢 血脇 岡田 平田 竹内 岩田 影山 柴田 小田川 長谷川
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○

○

○

○

○

○

×

○

○

○
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○
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○
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○
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○
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×
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○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

×

○

○

○
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○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

教育委員会委員の選任・中里敏康氏

監査委員の再任・河合謹爾氏

政治倫理審査会委員の選任・三浦永司氏

政治倫理審査会委員の再任・飯嶋孝明氏

政治倫理審査会委員の再任・八木美子氏

政治倫理審査会委員の再任・古田讓氏

政治倫理審査会委員の再任・髙倉聡子氏

政治倫理審査会委員の再任・荒井弘毅氏

附属機関条例の一部を改正する条例の制定

特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部
を改正する条例の制定

一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例
の一部を改正する条例の制定

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例の制定

手数料条例の一部を改正する条例の制定

介護保険条例の一部を改正する条例の制定

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の
制定

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例の制定

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例の制定

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予
防サービスに係る介護予防のための効果的な支
援の方法に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定

市道路線の認定

令和2年度一般会計補正予算（第14号）

令和2年度一般会計補正予算（第15号）

令和2年度国民健康保険特別会計事業勘定補正
予算（第４号）

令和2年度介護保険特別会計保険事業勘定補正
予算（第5号）

令和2年度後期高齢者医療特別会計補正予算
（第2号）

令和2年度水道事業会計補正予算（第3号）

令和2年度下水道事業会計補正予算（第3号）

令和3年度一般会計予算

令和3年度国民健康保険特別会計事業勘定予算

令和3年度介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和3年度後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度水道事業会計予算

令和3年度下水道事業会計予算

令和2年度一般会計補正予算（第16号）

令和2年度一般会計補正予算（第17号）

令和3年度一般会計補正予算（第1号）

75歳以上の医療費窓口負担について原則1割
負担の継続を求める請願書

―

―

―

―

―

―

―

―

総務企画
常任委員会

総務企画
常任委員会

総務企画
常任委員会

総務企画
常任委員会

総務企画
常任委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

都市経済
常任委員会

―

各常任
委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

都市経済
常任委員会

都市経済
常任委員会

各常任
委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

教育福祉
常任委員会

都市経済
常任委員会

都市経済
常任委員会

各常任
委員会

―

―

教育福祉
常任委員会

同意

同意

承認

承認

承認

承認

承認

承認

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

不採択

議案第1号

議案第2号

議案第3号

議案第4号

議案第5号

議案第6号

議案第7号

議案第8号

議案第9号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号

議案第15号

議案第16号

議案第17号

議案第18号

議案第19号

議案第20号

議案第21号

議案第22号

議案第23号

議案第24号

議案第25号

議案第26号

議案第27号

議案第28号

議案第29号

議案第30号

議案第31号

議案第32号

議案第33号

議案第34号

議案第35号

請願第1号

○は賛成　×は反対　―は採決に不参加

議案等審議結果一覧表議案等審議結果一覧表議案等審議結果一覧表

（7） 第153号　令和3年6月1日発行しろい議会だより

な
り
ま
す
が
、
増
額
分
が

賃
金
に
直
接
転
換
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
事
業
所
の
判

断
に
な
り
ま
す
。
職
員
の

待
遇
に
つ
い
て
、
介
護
職

員
の
賃
金
の
改
善
を
目
的

と
し
た
処
遇
改
善
加
算
が

あ
り
、
今
回
は
よ
り
実
効

性
の
高
い
も
の
と
す
る
観

点
と
、
よ
り
事
業
所
が
加

算
を
取
得
し
や
す
く
す
る

観
点
か
ら
、
算
定
区
分
や

算
定
要
件
の
見
直
し
が
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　�

５
議
案
の
改
定
に
よ
り
事

業
所
の
や
る
べ
き
こ
と
が

増
え
る
が
、
給
料
を
増
や

さ
ず
に
対
応
す
る
の
は
難

し
い
と
考
え
ら
れ
、
人
員

配
置
を
緩
め
る
こ
と
は
改

定
内
容
と
矛
盾
す
る
も
の

と
考
え
反
対
し
ま
す
。

Ｑ
　�

業
務
継
続
計
画
は
、
事
業

所
が
自
ら
策
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。

Ａ
　�

各
事
業
所
が
策
定
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。



3月、6月、9月、12月の年4
回開かれる定例議会と、必要に
応じて特別に開かれる臨時議会
があります。

市議会のしくみ市議会のしくみ市議会のしくみ市議会のしくみ

住民など

執行機関委員会
付託

報告

議決

意見書

議案の提出

請願・陳情

執行機関

議会（本会議）何か
質問は？

さあ議会を通った
バリバリやろー

議会で十分
審議して
いただきます

通学路を
整備して

審査の結果は、本会議で各委
員長から報告されます。

市だけで解決できない問題は、
国などへ意見書を提出します。

市長および議員から議案が提
出されます。

市政への要望は請願や陳情とし
て市議会に提出することが出来
ます。

本会議に提
出された議
案や請願な
どは、さら
に詳しくそ
れぞれ委員
会で審査さ
れます。

議 会
の

主な仕事

議 会
の

主な仕事

議 会
の

主な仕事

議 会
の

主な仕事

請願・陳情
の

提出方法

請願・陳情
の

提出方法

請願・陳情
の

提出方法

請願・陳情
の

提出方法
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編
集
会
議
か
ら
も
様
々
な
改

革
・
改
善
の
提
案
を
議
会
に

諮
っ
て
お
り
、
一
部
改
善
も
あ

り
ま
し
た
が
、
議
会
開
催
情
報

の
発
信
な
ど
今
だ
十
全
な
実
施

ま
で
至
ら
ぬ
「
積
み
残
し
」
も

あ
る
の
が
残
念
に
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　（
影
山
廣
輔
）

　
コ
ロ
ナ
禍
の
今
は
、
強
靭
な

心
身
と
柔
軟
な
対
応
力
が
大
切

で
す
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
も
始
ま

り
ま
し
た
。
収
束
後
の
平
穏
な

日
々
を
信
じ
て
、
皆
で
力
を
合

わ
せ
て
、
苦
難
の
山
も
乗
り
越

え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　（
平
田
新
子
）

　
総
務
企
画
常
任
委
員
会
の
都

合
に
よ
り
４
年
ぶ
り
に
議
会
だ

よ
り
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
ま

す
。
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
読

み
や
す
い
紙
面
を
目
指
し
て
取

り
組
む
編
集
会
議
の
姿
勢
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　（
石
井
恵
子
）

　
コ
ロ
ナ
禍
は
、
格
差
と
貧
困
・

気
候
変
動
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平

等
な
ど
社
会
の
矛
盾
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
ま
し
た
。
　
　
　
　

命
と
暮
ら
し
を
何
よ
り
も
大
事

に
す
る
政
治
が
白
井
市
で
も
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　（
中
川
勝
敏
）

　
議
会
情
報
の
よ
り
広
い
市
民

周
知
、
高
齢
化
に
向
け
た
よ
り

見
や
す
い
紙
面
づ
く
り
、
議
会

だ
よ
り
の
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
配
布
、

も
っ
と
目
を
通
し
た
く
な
る
企

画
等
の
改
善
提
案
は
道
半
ば
で

任
期
が
終
わ
り
、
残
念
で
す
。

　
　
　
　
　
　（
小
田
川
敦
子
）

　
２
年
間
、
初
め
て
の
議
会
だ

よ
り
編
集
委
員
を
担
い
、
面
白

か
っ
た
一
方
で
、
も
っ
と
市
民

の
み
な
さ
ん
と
双
方
向
の
交
流

が
で
き
、
議
会
に
興
味
が
わ
く

よ
う
な
議
会
だ
よ
り
改
革
を
し

た
か
っ
た
と
少
々
残
念
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　（
徳
本
光
香
）

　
中
学
生
の
海
外
派
遣
が
コ
ロ

ナ
の
影
響
で
ス
ト
ッ
プ
し
て
い

ま
す
。
３０
年
近
く
継
続
し
て
い

る
国
際
交
流
。
若
い
時
に
外
か

ら
日
本
を
見
る
こ
と
は
大
切
な

経
験
。
今
年
は
催
行
出
来
る
こ

と
を
期
待
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
岡
田
繁
）

編
集
後
記

�

議
案
の
議
決

　
議
決
と
は
議
員
の
意
思
表
示

で
、
議
会
の
意
思
決
定
を
す
る

こ
と
で
す
。

　
市
長
や
議
員
か
ら
提
案
さ
れ

た
条
例
の
制
定
・
改
廃
や
予
算

の
決
定
、
決
算
の
認
定
な
ど
の

議
案
は
、
審
議
を
行
い
議
決
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�

予
算
の
決
定

　
予
算
は
、
市
の
「
家
計
」
で

す
。
翌
年
は
ど
の
く
ら
い
の
収

入
が
あ
っ
て
、
何
に
い
く
ら
使

う
か
計
画
し
た
案
が
市
長
か
ら

提
案
さ
れ
、
議
会
に
お
い
て
適

正
か
審
議
を
行
い
ま
す
。

決
算
の
認
定

　
前
年
に
市
が
使
っ
た
お
金
に

つ
い
て
、
適
正
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
審
査
し
ま
す
。

条
例
の
制
定
・
改
廃

　
新
し
く
制
定
す
る
条
例
や
、

今
あ
る
条
例
の
改
正
・
廃
止
の

審
議
を
行
い
ま
す
。

同
意

　
副
市
長
や
監
査
委
員
、
教
育

委
員
会
委
員
な
ど
の
選
任
・
任

命
に
つ
い
て
、
審
議
を
行
い
ま

す
。

�

　
国
・
地
方
公
共
団
体
な
ど
に

対
す
る
要
望
を
、
請
願
ま
た
は

陳
情
と
い
う
方
法
で
議
会
に
対

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�

〈
請
　
願
〉

　
市
議
会
議
員
の
紹
介
が
必
要

で
す
。
議
長
が
受
理
し
、
各
常

任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
審
議
さ

れ
ま
す
。
議
会
最
終
日
に
各
常

任
委
員
長
が
審
査
結
果
を
報
告

し
、
採
択
・
不
採
択
を
決
定
し

ま
す
。

〈
陳
　
情
〉

　
市
議
会
議
員
の
紹
介
は
不
要

で
す
。
議
長
が
受
理
し
、
内
容

に
よ
り
、
請
願
書
と
同
様
に
取

り
扱
い
ま
す
。

　
請
願
・
陳
情
を
提
出
す
る
場

合
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　
【
必
要
事
項
】

①
請
願
（
陳
情
）
の
件
名

②
趣
旨
（
要
旨
と
項
目
）

③
提
出
年
月
日

④
提
出
者
の
住
所
・
氏
名
・

　
電
話
番
号
・
押
印

⑤
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は

　
記
名
、
押
印
（
陳
情
の
場
合

　
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
）

⑥
宛
先
（
白
井
市
議
会
議
長
）

●
請
願
・
陳
情
の
要
旨
は
、
邦

　
文
で
簡
潔
・
具
体
的
に
記
載

　
し
て
く
だ
さ
い
。

●
他
機
関
へ
の
意
見
書
提
出
を

　
求
め
る
場
合
は
、
意
見
書
案

　
を
添
付
し
、
意
見
書
送
付
先

　
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

請
願
・
陳
情
は
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
が
、
手
続
き
上
の
注

意
点
・
審
議
時
期
・
記
載
方
法

で
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
な
ど
、

詳
細
は
議
会
事
務
局
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
白
井
市
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
記
載
例
な
ど
を
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。

�

請
願

　
市
民
な
ど
か
ら
提
出
さ
れ
た

請
願
な
ど
を
議
決
し
ま
す
。

�

意
見
書

　
例
え
ば
市
民
の
暮
ら
し
に
関

す
る
こ
と
で
問
題
が
発
生
し
て

も
、
そ
れ
が
国
や
県
の
仕
事
で

あ
る
と
市
だ
け
で
は
解
決
が
で

き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
関
係

機
関
へ
意
見
書
を
送
付
す
る
こ

と
に
つ
い
て
議
決
し
ま
す
。

決
議

　
市
議
会
と
し
て
の
意
思
表
明

を
行
う
こ
と
で
す
。
政
治
的
効

果
を
期
待
し
て
議
決
す
る
も
の

で
す
。

議
会
の
調
査
権

　
市
の
事
務
に
関
す
る
調
査
を

し
た
り
、
各
関
係
者
の
出
頭
・

証
言
や
記
録
の
提
出
を
請
求
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

強
制
力
を
伴
う
も
の
で
、
狙
い

は
真
相
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ

り
ま
す
。議

会
の
検
査
権

　
議
会
が
執
行
機
関
に
対
す
る

監
視
的
機
能
を
果
た
す
た
め
、

認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

検
査
の
方
法
は
、
書
類
な
ど
の

検
閲
と
執
行
機
関
か
ら
の
報
告

を
求
め
る
や
り
方
の
２
つ
あ
り

ま
す
。

監
査
請
求
権

　
市
の
監
査
委
員
に
対
し
監
査

を
求
め
、
そ
の
報
告
を
請
求
で

き
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
専
門

的
機
関
で
あ
る
監
査
委
員
が
、

市
の
事
務
を
調
査
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
よ
り
精
度
の
高
い
監

査
が
期
待
で
き
る
な
ど
の
特
色

が
あ
り
ま
す
。

※
陳
情
は
紹
介
議
員
は
不
要
で
す
。

記　載　例

議会本会議・委員会を発信しています。

スマートフォンで「議会だより」をご覧いただけます。

本会議のライブ発信・録画発信（委員会はライブ発信のみ）
を行っています。
録画中継は、本会議終了後おおむね５日後（土、日、祝日を除く）
から見ることができます。ぜひご視聴ください。

白井市議会を選択するといつでもどこでもスマホやタブレットなどで
「議会だより」を閲覧することができます。

●発 信 内 容
●注　　　    意

●アクセス方法

本会議（定例議会・臨時議会）、委員会
この議会中継は白井市議会の公式記録ではありませ
ん。視聴の際は、配信ページ内のご利用についてを
必ずご確認してください。
①白井市ホームページの下部にある「白井市議会」を
　クリック
②「インターネット議会中継」をクリック
③議会映像配信トップ
④議会映像配信から「生中継」「録画放送」が表示さ
　れますので視聴したいページを選択しご視聴くだ
　さい。


